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総

務

省
、
財

務

省
、

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第

号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
六

条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年

月

日

総
務
大
臣

菅

義
偉

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

農
林
水
産
大
臣

赤
城

徳
彦

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
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（
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条

中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る

申
請
書
一
通
を
当
該
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

を
経
由
し
て
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
一
通
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
中
小
企
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款

二

当
該
中
小
企
業
者
の
最
近
二
期
間
の
事
業
報
告
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
最
近
一
年
間
の
事
業
内
容
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
）

（
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者

は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
当
該
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
一
通
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

号
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣

の
権
限
は
、
当
該
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に

委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
権
限
は
、
当
該
地
域

産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所

長
を
含
む
。
）
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
財
務
大
臣
の
権
限
は
、
当
該
地
域

産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
又
は
国
税
局
長
（
沖
縄
国
税
事
務
所
長
を
含
む
。
）
に
委
任
す
る
も
の
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と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
当
該

地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
四
国
厚
生
支
局
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
国
厚
生
支
局
長
）
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
当
該

地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
当
該

地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
に
係
る
地
域
産
業
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局

長
、
地
方
運
輸
局
長
（
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
十
五
号
、
第
十
八
号
、
第
八
十
六

号
、
第
八
十
七
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九
十
三
号
及
び
第
百
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
条
第
八
十
六
号
に
掲
げ
る

事
務
に
係
る
同
条
第
十
九
号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
又
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は
地
方
航
空
局
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
並
び
に
中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
三

号
）
」
を
「
、
中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
」
に
改

め
、
「
特
定
研
究
開
発
等
関
連
保
証
」
の
下
に
「
並
び
に
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
産
業
資
源
活
用
事
業
関
連
保
証
」
を

加
え
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
並
び
に
中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
中
小
企
業
の

も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
特
定
研
究
開
発
等
関
連
保
証
」
の
下
に
「
並
び
に
中
小
企
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業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
産
業
資
源
活
用

事
業
関
連
保
証
」
を
加
え
る
。


